
ハローワーク洲本
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待期期間
７日間

給付制限
２ヵ月

所定給付日数
１２０日

４月～１２月までの収入を比較

就
職

未
就
職

モデルの受給条件 
 所定給付日数120日 基本手当日額 5500円/日
 受給資格決定手続日 4/11 待期期間 4/11～4/17  給付制限 4/18～7/17

内訳
基本手当    ￥0
再就職手当    ￥462,000
給与(手取り) ￥1,200,000
※給与月額 ２４万円（手取り２０万円）の場合
[６～１１月分]

収入合計    ￥1,662,000

66万円(120日分）

内訳
基本手当 ￥660,000
再就職手当 ￥0
給与（手取り） ￥0

収入合計 ￥660,000

どっちが得なん？

早期に就職されますと、同じ期間を比較した場合の収入は多くなります！

166万2000円

上記モデルの金額等は一例です。基本手当や再就職手当等の金額はお一人お一人異なります。
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給付制限中に就職できた場合最後まで就職できなかった場合

4月▷ ５月▷ ７月▷ １２月
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